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［建設の事業の場合］
　保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「請負金額」による場合があります。

　１　支払賃金による算定
　準備作業、周辺作業を含めその工事における協力業者に雇われる者を含むすべ
ての労働者の賃金を正確に把握し、かつ、作業日報、賃金台帳の原本等の帳簿書
類を３年間保存している場合は、支払賃金に保険料率を乗じて保険料を算定して
ください。この場合、通勤手当や賞与等の一時金も算入されますからご注意くだ
さい。

　２　請負金額による算定
　建設の事業において、賃金総額を正確に把握し得ない場合には請負金額に労務
費率を乗じて得た額を賃金総額とし、これに保険料率を乗じて保険料を算定して
ください。
　請負金額とは、工事請負契約上の代金、つまり請負代金に、支給資材等の価格
相当額や貸与された機械や資材の賃貸料及び損料相当額を加え、そして、告示に
よって特定された控除対象工事用物（注）のみを控除したものをいいます。
※請負金額に係る消費税額の取扱いについては、Ｐ.36を参照してください。

　以下いずれの要件も満たす事業が一括有期事業の対象となるため、申告が必要となり
ます。申告漏れが生じないよう、十分にご確認ください。

［建設の事業の場合］
　１　元請工事
　　　　元請負により実施した工事。
　２　請負金額
　　　　一工事の請負金額が１億８千万円未満（消費税額を除く（※））の工事。

※平成27年３月31日以前に開始された工事については、１億９千万円未満（消費税額を含む）。
　３　概算保険料
　　　　概算保険料額が160万円未満の事業。
　４　工事期間

　以下に示した赤字の工事、つまり、令和６年度中（令和６年４月１日から令和
７年３月31日まで）に終了した工事。
（令和６年３月31日以前に開始している工事の算入もれがないよう注意してくだ
さい）。

［林業の場合］
　１　素材の生産量
　　　　素材の生産量が1,000立方メートル未満の事業。
　２　概算保険料
　　　　概算保険料額が160万円未満の事業。
　３　事業期間
　　　　令和６年度中（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）に終了した事業。

（令和６年３月31日以前に開始している事業の算入もれがないよう注意してくだ
さい）。

［林業の場合］
　保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「素材の生産量・平均賃金」による
場合があります。

１　支払賃金による場合
　その事業で使用したすべての労働者への支払賃金に保険料率を乗じて保険料を算
定してください。

２　素材の生産量（林業のうち、立木の伐採の事業以外の事業の場合は平均賃金）によ
る場合
・林業のうち、立木の伐採の事業
　所轄都道府県労働局長が定める素材１立方メートルを生産するために必要な労
務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とし、これ
に保険料率を乗じて保険料を算定してください。

・林業のうち、立木の伐採の事業以外の事業
　厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額にそれぞれの労働者の使用期間の
総日数を乗じて得た額の合計額を賃金総額とし、これに保険料率を乗じて保険料
を算定してください。
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　一括有期事業の対象とならない事業（これを「単独有期事業」といいます。）の場合は、一現
場ごとに一つの事業として、その事業が開始されるごとに労災保険の成立手続をすることとなり
ます。
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